
 

総 行 女 ２ ０ 号 

令和元年９月 10 日 

 

各 都 道 府 県 総 務 部 長 

（人事担当課、市町村担当課、区政課扱い）  

 各 指 定 都 市 総 務 局 長 

（人事担当課扱い） 

 

総務省自治行政局公務員部公務員課 

女性活躍・人材活用推進室長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行期日を定め

る政令及び障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令等の

公布について 

 

 

障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律（令和元年法律第 36 号。

以下「改正法」という。）のうち、改正法附則第１条第２号に掲げる規定については、

公布の日から起算して３月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するこ

ととされているところですが、障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する

法律の一部の施行期日を定める政令（令和元年政令第 81 号）が本年８月 30 日に公布

され、その施行期日を同年９月６日とすることとされました。 

また、同じく本年８月 30日に、障害者の雇用の促進等に関する法律施行令の一部を

改正する政令（令和元年政令第 82号）が公布されたところです。 

加えて、本年９月５日に、障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正

する省令（令和元年厚生労働省令第 42号。）及び障害者の雇用の促進等に関する法律

施行令及び障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の規定に基づき厚生労働大臣

が定める様式及び障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第三十九条第一号及び

第二号の規定に基づき厚生労働大臣が定める者の一部を改正する告示（令和元年厚生

労働省告示第 107号）が公布されたところです。 

これらの内容について、厚生労働省から地方公共団体の各機関の任命権者に対し通

知されるとともに、同省から当省に対して、令和元年９月５日付け職発 0905 第 11 号

（別紙）により協力依頼がありました。 

つきましては、貴職におかれましても、これらの趣旨を十分ご理解の上、適切に対処

いただきますようお願いするとともに、貴都道府県内の市区町村等に対してもこの旨

周知をお願いします。 

本通知は、地方公務員法第 59条（技術的助言）及び地方自治法第 245条の４（技術

殿 



 
的な助言）に基づくものです。 

なお、地域の元気創造プラットフォームにおける調査・照会システムを通じて、各市

町村に対して、本通知についての情報提供を行っていることを申し添えます。 

 

 

 
【連絡先】 

総務省 自治行政局 公務員部 公務員課 

女性活躍・人材活用推進室 原、村松、堀田
ほりた

 

電話：０３―５２５３―５５４６（直通） 



職発 0905 第 11 号 

令和元年９月５日 

総務省自治行政局公務員部長 殿 

厚生労働省職業安定局長 

（ 公 印 省 略 ） 

障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政

令及び障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令等の公布につ

いて 

障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律（令和元年法律第 36 号。以

下「改正法」という。）のうち、改正法附則第１条第２号に掲げる規定については、公布

の日から起算して３月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとさ

れているところ、障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律の一部の施

行期日を定める政令（令和元年政令第 81 号）が本年８月 30 日に公布され、その施行期

日を同年９月６日とすることとされた。 

また、同じく本年８月 30 日に、障害者の雇用の促進等に関する法律施行令の一部を改

正する政令（令和元年政令第 82 号）が公布されたところである。 

加えて、本日、障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令（令

和元年厚生労働省令第 42 号。以下「改正省令」という。）及び障害者の雇用の促進等に

関する法律施行令及び障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の規定に基づき厚生

労働大臣が定める様式及び障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第三十九条第一

号及び第二号の規定に基づき厚生労働大臣が定める者の一部を改正する告示（令和元年

厚生労働省告示第 107 号）が公布されたところである。 

これらの内容について、今般、別添により都道府県の各機関に通知したところである。

また、市町村の各機関に対しては当省都道府県労働局より通知することとしている。 

（別紙）



 

ついては、貴職におかれても上記につき御承知おきいただくとともに、都道府県及び

市町村に対し、適切に助言・啓発されたい。 

 

 



職発 0905 第 10 号 

令和元年９月５日 

都道府県の各機関の任命権者 殿 

厚生労働省職業安定局長 

（ 公 印 省 略 ） 

障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政

令及び障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令等の公布につ

いて 

障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律（令和元年法律第 36 号。以

下「改正法」という。）のうち、改正法附則第１条第２号に掲げる規定については、公布

の日から起算して３月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとさ

れているところ、障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律の一部の施

行期日を定める政令（令和元年政令第 81 号）が本年８月 30 日に公布され、その施行期

日を同年９月６日とすることとされた。 

また、同じく本年８月 30 日に、障害者の雇用の促進等に関する法律施行令の一部を改

正する政令（令和元年政令第 82 号）が公布されたところである。 

加えて、本日、障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令（令

和元年厚生労働省令第 42 号。以下「改正省令」という。）及び障害者の雇用の促進等に

関する法律施行令及び障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の規定に基づき厚生

労働大臣が定める様式及び障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第三十九条第一

号及び第二号の規定に基づき厚生労働大臣が定める者の一部を改正する告示（令和元年

厚生労働省告示第 107 号）が公布されたところである。 

これらの主たる内容は下記のとおりであるので、その趣旨を十分理解の上、適切に取

扱うとともに、都道府県知事部局におかれては、下記内容について、貴都道府県所管の

（別添）



 

地方独立行政法人に対して周知されたい。また、本法の施行に当たっては、都道府県労

働局との連携にも特段のご配慮をお願いする。なお、施行期日が令和２年４月１日の改

正項目に関する省令等の整備については、今後、順次行うこととしている。 

また、別途、貴都道府県の他の各機関の任命権者に対しては当職より、貴都道府県内

の各市町村の機関に対しては当省都道府県労働局長より、それぞれ同様の通知を送付し

ていることを申し添える。 

 

記 

 

第１ 障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行期日を

定める政令（令和元年政令第 81 号）関係 

改正法附則第１条第２号に掲げる規定の施行期日を、令和元年９月６日とするこ

ととしたもの。 

 

第２ 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令の一部を改正する政令（令和元年政令

第 82 号）関係（令和元年９月６日施行） 

改正法により、障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和35年法律第123号。

以下「法」という。）第40条に第２項が新設されたため、障害者の雇用の促進

等に関する法律施行令（昭和35年政令第292号）第８条で「法第40条の規定によ

る通報」と規定していたところ、「法第40条第１項の規定による通報」と改め

るもの。 

 

第３ 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令（令和元年厚

生労働省令第 42 号）関係（令和元年９月６日施行） 

 １ 対象障害者の確認 

（１） 対象障害者の確認は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ定める書類又はその

写しにより行うものとすること。（改正省令による改正後の障害者の雇用の促

進等に関する法律施行規則（昭和 51 年労働省令第 38 号。以下「規則」という。）

第４条の 15 関係） 

イ 身体障害者 身体障害者手帳又は都道府県知事の定める医師、産業医若し

くは健康管理医その他これに準ずる者が作成した診断書若しくは意見書（心

臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルス

による免疫又は肝臓の機能の障害については、都道府県知事の定める医師が

作成した診断書又は意見書に限る。） 



 

ロ 知的障害者 知的障害者判定機関が交付した判定書その他これに準ずる書

類 

ハ 精神障害者 精神障害者保健福祉手帳 

  なお、身体障害者に係る確認における「これに準ずる者が作成した診断書又

は意見書」とは、根拠規定が通知である国の行政機関以外の機関における健康

管理医が作成した診断書又は意見書を指すものである。また、知的障害者に係

る確認における「その他これに準ずる書類」とは、根拠規定が通知である都道

府県知事、指定都市市長又は中核市市長が交付する療育手帳（例えば、東京都

においては「愛の手帳」）を指すものである。 

（２） 国及び地方公共団体の任命権者による特定身体障害者の確認は、（１）イに

掲げるものにより行うものとすること。（改正省令による改正後の規則第 11

条の２関係） 

（３） 市町村及び特別地方公共団体の任命権者に対する対象障害者及び特定身体障

害者の確認方法に係る厚生労働大臣の適正実施勧告の権限は、都道府県労働局

長に委任することとすること。（改正省令による改正後の規則第 46 条） 

 

２ 国及び地方公共団体の任命権者による任免状況の公表（改正省令による改正後の

規則第４条の 16 関係） 

（１） 国及び地方公共団体の任命権者は、障害者任免状況通報における全ての事項

に係る内容を公表することとする。ただし、やむを得ない場合には、その内容

に代えて、内容を公表しない旨及びその理由を公表することとすること。 

この「やむを得ない場合」とは、例えば障害者の種類・程度の区分ごとの数

字が一桁で少なく、他の情報と照合し、又は各年ごとの数字を比較すること等

により、特定の者が障害者であること及びその障害の程度等が推認されるおそ

れがある場合を想定している。具体的には、それぞれの機関の規模や状況等実

情に応じて様々であると考えられることから、適切に判断すること。 

なお、各任命権者による任免状況の公表は、令和２年６月１日時点以降の障

害者任免状況通報について必要となるものであるが、令和元年６月１日時点の

障害者任免状況通報についても率先して公表することが望ましい。 

（２） 国及び地方公共団体の任命権者は、任免状況の公表に当たっては、公表した

日を明らかにして、インターネットの利用その他適切な方法により公表しなけ

ればならないこととすること。 

 

３ 国及び地方公共団体の任命権者による障害者雇用推進者の選任（改正省令による



 

改正後の規則第 37 条第２項関係） 

 国及び地方公共団体の任命権者による障害者雇用推進者の選任は、改正法による

改正後の法第 78 条第１項各号に掲げる業務を遂行するために必要な知識及び経験

を有していると認められる者のうちから当該業務を担当する者を障害者雇用推進者

として選任するものとすること。 

 具体的には、障害者雇用推進者については、各機関の人事担当責任者が就くこと

を想定していること。また、障害者雇用推進者の選任に当たっては、発令の有無は

問うておらず、各機関において、適切に選任すれば足りる。なお、「「公務部門に

おける障害者雇用に関する基本方針」に基づく対策の更なる充実・強化について」

（平成 31 年３月 19 日公務部門における障害者雇用に関する関係閣僚会議）におい

て、「各府省等の官房長等を選任すること」としている。 

 

４ 国及び地方公共団体の任命権者による障害者職業生活相談員の選任（改正省令に

よる改正後の規則第 40 条関係） 

（１） 国及び地方公共団体の任命権者が、障害者職業生活相談員を選任する基準と

なる障害者の数は、５人とすること。また、障害者雇用推進者と同様、選任に

当たっては、発令の有無は問うておらず、各機関において、適切に選任すれば

足りること。 

なお、５人以上の障害者が勤務する事業所ごとに１名を選任することで法令

上は足りることとなる一方、事業所の規模、障害者数、障害の種類等に応じて

障害者職業生活相談員を複数選任することが望ましく、例えば、各事業所（勤

務する障害者数が５人以上）だけでなく、各事業所内の各部局（勤務する障害

者数が５人以上）においても少なくとも１名選任することが望ましい。この通

達における「事業所」とは、一つの経営組織として有機的に相関連して行われ

る一体的な経営活動が行われる施設又は場所をいい、雇用保険制度における適

用事業所と同様の考え方である。 

（２） 国及び地方公共団体の任命権者による障害者職業生活相談員の選任に係る精

神障害者の範囲は、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者又は適応訓

練を修了し、当該適応訓練を委託された機関の任命権者に任用されている者と

すること。 

（３） 国及び地方公共団体の任命権者が選任する障害者職業生活相談員に係る厚生

労働省令で定める資格を有する職員は、次のいずれかに該当する者とすること。 

イ 職業能力開発総合大学校の指導員訓練を修了した者又はこれに準ずる者と

して厚生労働大臣が定める者 



 

ロ 大学若しくは高等専門学校を卒業した者又は職業能力開発総合大学校の指

導員訓練（長期養成課程の指導員養成訓練に限る。）、特定専門課程若しく

は特定応用課程の高度職業訓練、職業能力開発大学校若しくは職業能力開発

短期大学校の専門課程の高度職業訓練若しくは職業能力開発大学校の応用課

程の高度職業訓練を修了した者若しくはこれらに準ずる者として厚生労働大

臣が定める者で、その後１年以上、障害者である労働者の職業生活に関する

相談及び指導についての実務に従事した経験を有するもの 

ハ 高等学校又は中等教育学校を卒業した者で、その後２年以上、障害者であ

る労働者の職業生活に関する相談及び指導についての実務に従事した経験を

有するもの 

ニ イからハまでに掲げる者以外の者で、３年以上、障害者である労働者の職

業生活に関する相談及び指導についての実務に従事した経験を有するもの 

ホ イからニまでに掲げる者に準ずる者 

  具体的には、職場適応援助者養成研修（独立行政法人高齢・障害・求職者

雇用支援機構が実施する研修及び告示（平成十八年厚生労働省告示第三百八

十二号及び平成二十七年厚生労働省告示第二百四十八号）で定める研修）を

修了した者（改正省令施行前に修了した者を含む。）及び今年度から実施し

ている「個別的なサポートを行う支援者を必要とする障害者」を支援する者

に対する研修（国の機関の職員に対する障害者の職場適応支援者養成事業）

を修了した者（改正省令施行前に修了した者を含む。）を想定している。 

 なお、令和３年３月 31 日までの間は、これに加え、附則で規定する者も認め

ることとしているので、８ 附則関係 （２） 経過措置 を参照されたい。 

（４） 国及び地方公共団体の任命権者による職業生活相談員の選任は、選任すべき

事由が発生した日から３月以内に行わなければならないこととすること。具体

的には、選任すべき事由が発生した日とは、改正省令の施行日である令和元年

９月６日を指し、同日から３月以内（同年 12 月５日まで）に選任することが必

要となる。また、施行日以降に新規採用等により（１）の選任基準を満たすこ

ととなった場合は、当該採用等の日を指す。 

（５） 国及び地方公共団体の任命権者が職業生活相談員を選任したときは、遅滞な

く、職業生活相談員の氏名、職業生活相談員として選任するために必要な資格

を有することを明らかにする事実並びに当該事業所の労働者の総数及び当該労

働者のうち法第 79 条第１項に規定する障害者の数を、国の任命権者にあっては

厚生労働大臣に、都道府県の任命権者にあっては都道府県労働局を経由して厚

生労働大臣に、市町村及び特別地方公共団体にあっては都道府県労働局の長に、



 

別紙１によりそれぞれ提出するものとすること。 

（６） 一般事業主が選任する障害者職業生活相談員に係る厚生労働省令で定める資

格を有する労働者について、（３）ホに掲げる者について新たに規定すること

とすること。具体的に当該規定により新たに認められる者としては、（３）ホ

に掲げる者と同様である。 

 

５ 国及び地方公共団体の任命権者による免職の届出（改正省令による改正後の規則第

42 条第２項関係） 

国及び地方公共団体の任命権者が障害者である職員を免職する場合には、速やかに、

免職する障害者である職員の氏名、性別、年齢及び住所、免職する障害者である職員

が従事していた職種並びに解雇の年月日及び理由を記載した届書（別紙２）を、当該

障害者である職員の雇用に係る事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出

しなければならないこととすること。 

 

６ 書類の保存（改正省令による改正後の規則第 43 条関係） 

（１） 法第 81 条の２の規定による書類の保存は、事業所ごとに行わなければならない

こととすること。 

（２） 書類の保存期間は、対象障害者である労働者の死亡、退職又は解雇の日から３

年間とすること。この規定の趣旨は、障害者の雇用義務の適切な履行を確保する

ためであり、適切な履行に必要な範囲で保存することを求めるものであることか

ら、同一人について確認書類を複数取得した場合（例えば更新等により再度取得

した場合）には、複数取得後の確認書類（再度取得したもの）を保存するだけで

なく、複数取得前の確認書類（更新等の前に取得していたもの）についても当該

事由が発生した時から３年間は保存することが必要である。 

（３） 同条の厚生労働省令で定めるものは、各事業所ごとに、当該事業所において雇

用する対象障害者である労働者に係る確認の書類の写しとすること。 

   なお、書類の保存に当たっては、現行の「プライバシーに配慮した障害者の把

握・確認ガイドライン」（平成 17 年 11 月４日付け職高発第 1104005 号厚生労働

省職業安定局長通知別紙）において、障害者雇用状況の報告、障害者雇用納付金

の申告、障害者雇用調整金又は報奨金の申請のために用いるという利用目的等を

明示した上で、本人の同意を得て、その利用目的のために必要な情報を取得する

とされていることから、引き続き、対象障害者を確認する際に、書類の保存につ

いても併せて同意を得ることが必要であるので留意されたい。 

 



 

７ その他 

その他改正法による改正に伴う条項ずれの手当等、所要の規定の整備を行うこと。 

 

８ 附則関係 

（１）準備行為（改正省令附則第２条関係） 

国及び地方公共団体の任命権者による障害者雇用推進者及び障害者職業生活相

談員の選任は、この省令の施行前においても行うことができることとすること。 

（２） 経過措置（改正省令附則第３条関係） 

国及び地方公共団体の任命権者が選任する障害者職業生活相談員は、令和３年

３月 31 日までの間は、４ 国及び地方公共団体の任命権者による障害者職業生

活相談員の選任（３）に掲げるもののほか、次のいずれかに該当する者とするこ

と。 

なお、この取扱いにより障害者職業生活相談員として選任された者については、

都道府県労働局又は公共職業安定所が開催する公務部門向けの障害者雇用セミナ

ーや障害者雇用職場見学会等に積極的に参加することが望ましい。 

イ 大学又は高等専門学校を卒業した者で、その後２年以上、雇用管理その他の

労務に関する事項（以下「労務に関する事項」という。）についての実務に従

事した経験を有するもの 

ロ 高等学校又は中等教育学校を卒業した者で、その後３年以上、労務に関する

事項についての実務に従事した経験を有するもの 

ハ イ及びロに掲げる者以外の者で、４年以上、労務に関する事項についての実

務に従事した経験を有するもの 

  ここでいう、「労務に関する事項についての実務に従事した経験」とは、人事

又は労務の担当者（幹部職員、管理職員、管理監督職員等を含む。）であったと

評価できる経験をいい、例えば、人事担当の部署又は係に属して業務を実施した

経験を含むものである。 

（３） 厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等に

おける情報通信の技術の利用に関する省令（平成 17 年厚生労働省令第 44 号）の

一部の改正（改正省令附則第４条関係） 

    改正法による改正に伴う改正省令による規則第 45 条の改正に伴い、所要の規定

の整備を行うもの。 

 

第４ 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令及び障害者の雇用の促進等に関する

法律施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式及び障害者の雇用の促進



 

等に関する法律施行規則第三十九条第一号及び第二号の規定に基づき厚生労働大

臣が定める者の一部を改正する告示（令和元年厚生労働省告示第 107 号）関係（令

和元年９月６日）施行） 

改正法による改正に伴う所要の規定の整備を行うもの。 



（様式17）

〒

℡

人 人 人 人 人

年 月 日

年 月 日

障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第40条第2項の規定により、上記のとおり届けます。

年 月 日

公共職業安定所長 殿

事業主代表者又は任命権者氏名
記 名 押 印 又 は 署 名

民間企業 ・ 公務部門

（イ）～（ハ）の合計人数

（ハ）
精神障害がある者であって
厚生労働省令で定める者
の数

（ロ）
知的障害者の数

（イ）
身体障害者の数

事 業 所 所 在 地

⑤
氏 名

⑥
生年月日

①
事
業
所 所在地

名 称 ②
事
業
の
種
類

③
労
働
者
数

④
障
害
者
数

障害者職業生活相談員選任報告書

⑨
権限及び職務区
分

⑩
新任、改任の事由等

障
害
者
職
業
生
活
相
談
員

⑧
職歴等

⑦
選任年月日

〔注意〕
1 「②事業の種類」欄には、当該事業所の事業の種類を日本標準産業分類の中分類により記載すること。
2 「④障害者数」の(ハ)欄には、
① 精神保健福祉法第４５条第２項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
又は
② 統合失調症、そううつ病又はてんかんにかかっている者（①に該当する者を除く）であって、症状が安定し、就労が可能な状態にある者であっ

て、職場適応訓練の終了後当該職場適応訓練を委託された事業主に雇用されている者の数を記載すること。
3 「⑧職歴等」欄には、障害者職業生活相談員の資格を有することを明らかにするため、それに必要な職歴、勤務年数、学歴等について記載する
こと。

4 「⑨権限及び職務区分」欄には、障害者職業生活相談員が２人以上いる場合に、この報告に係る障害者職業生活相談員が担当する職務区
分、主任等の区分を記載すること。

5 事業主代表者又は任命権者氏名については、記名押印又は自筆による署名のいずれかとすること。

別紙１





5

6 事業主代表者氏名については、記名押印又は自筆による署名のいずれかとすること。

⑤の「障害の程度」欄には、解雇の対象となる者の障害の等級等を記載すること。





5

6 任命権者氏名については、記名押印又は自筆による署名のいずれかとすること。

⑤の「障害の程度」欄には、免職の対象となる者の障害の等級等を記載すること。



令和元年月日 金曜日 第号官 報

障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
期
日
を
定
め
る
政
令
を
こ
こ

に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

令
和
元
年
八
月
三
十
日

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

政
令
第
八
十

号

障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
期
日
を
定
め
る

政
令

内
閣
は
、
障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法
律
第
三
十
六
号
）

附
則
第
一
条
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制

定
す
る
。

障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行

期
日
は
、
令
和
元
年
九
月
六
日
と
す
る
。

厚
生
労
働
大
臣

根
本

匠

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三





令和元年月日 金曜日 第号官 報

障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一

部
を
改
正
す
る
政
令
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

令
和
元
年
八
月
三
十
日

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

政
令
第
八
十
二
号

障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令

の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法
律
第
三
十
六
号
）

の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭

和
三
十
五
年
政
令
第
二
百
九
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
中
「
第
四
十
条
」
を
「
第
四
十
条
第
一
項
」
に

改
め
る
。

附

則

こ
の
政
令
は
、
障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法

律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ

る
規
定
の
施
行
の
日
（
令
和
元
年
九
月
六
日
）
か
ら
施
行

す
る
。

厚
生
労
働
大
臣

根
本

匠

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三





障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
一
年
労
働
省
令
第
三
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

目
次

目
次

第
一
章

（
略
）

第
一
章

（
略
）

第
二
章

職
業
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
推
進

第
二
章

職
業
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
推
進

第
一
節
・
第
二
節

（
略
）

第
一
節
・
第
二
節

（
略
）

第
三
節

障
害
者
就
業
・
生
活
支
援
セ
ン
タ
ー
（
第
四
条
の
六

第
四
条
の
十
一
）

第
三
節

障
害
者
就
業
・
生
活
支
援
セ
ン
タ
ー
（
第
四
条
の
六

第
四
条
の
十
三
）

令和元年月日 木曜日 (号外第号)官 報
〇
厚
生
労
働
省
令
第
四
十
二
号

障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法
律
第
三
十
六
号
）
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
三
十
八
条
第

六
項
、
第
四
十
条
第
二
項
、
第
四
十
三
条
第
九
項
、
第
四
十
八
条
第
四
項
及
び
第
九
項
、
第
七
十
八
条
第
一
項
、
第
七
十
九
条
第
一
項
、
第
八
十
一
条
第
二
項
、
第
八
十
一
条
の
二
並
び
に
第
八
十
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
障
害
者
の
雇
用
の

促
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
元
年
九
月
五
日

厚
生
労
働
大
臣

根
本

匠





第
三
章

対
象
障
害
者
の
雇
用
義
務
等
に
基
づ
く
雇
用
の
促
進
等

第
三
章

対
象
障
害
者
の
雇
用
義
務
等
に
基
づ
く
雇
用
の
促
進
等

第
一
節

対
象
障
害
者
の
雇
用
義
務
等
（
第
四
条
の
十
二

第
十
四
条
）

第
一
節

対
象
障
害
者
の
雇
用
義
務
等
（
第
四
条
の
十
四

第
十
四
条
）

第
二
節
〜
第
五
節

（
略
）

第
二
節
〜
第
五
節

（
略
）

第
四
章
・
第
五
章

（
略
）

第
四
章
・
第
五
章

（
略
）

附
則

（
略
）

附
則

（
略
）

（
知
的
障
害
者
）

（
知
的
障
害
者
）

第

条
の
二

法
第
二
条
第
四
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
知
的
障
害
が
あ
る
者
（
以
下
「
知
的
障
害
者
」
と

い
う
。）は
、
児
童
相
談
所
、
知
的
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
三
十
七
号
）
第
九
条
第
六
項
に
規

定
す
る
知
的
障
害
者
更
生
相
談
所
、
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律

第
百
二
十
三
号
。以
下「
精
神
保
健
福
祉
法
」と
い
う
。）第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
、

精
神
保
健
指
定
医
又
は
法
第
十
九
条
の
障
害
者
職
業
セ
ン
タ
ー
（
次
条
及
び
第
四
条
の
十
五
第
二
号
に
お
い
て

「
知
的
障
害
者
判
定
機
関
」
と
い
う
。）に
よ
り
知
的
障
害
が
あ
る
と
判
定
さ
れ
た
者
と
す
る
。

第

条
の
二

法
第
二
条
第
四
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
知
的
障
害
が
あ
る
者
（
以
下
「
知
的
障
害
者
」
と

い
う
。）は
、
児
童
相
談
所
、
知
的
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
三
十
七
号
）
第
九
条
第
六
項
に
規

定
す
る
知
的
障
害
者
更
生
相
談
所
、
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律

第
百
二
十
三
号
。以
下「
精
神
保
健
福
祉
法
」と
い
う
。）第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
、

精
神
保
健
指
定
医
又
は
法
第
十
九
条
の
障
害
者
職
業
セ
ン
タ
ー
（
次
条
に
お
い
て
「
知
的
障
害
者
判
定
機
関
」

と
い
う
。）に
よ
り
知
的
障
害
が
あ
る
と
判
定
さ
れ
た
者
と
す
る
。

（
削
る
）

第
四
条
の
十
二
及
び
第
四
条
の
十
三

削
除

第
三
章

対
象
障
害
者
の
雇
用
義
務
等
に
基
づ
く
雇
用
の
促
進
等

第
三
章

対
象
障
害
者
の
雇
用
義
務
等
に
基
づ
く
雇
用
の
促
進
等

第

節

対
象
障
害
者
の
雇
用
義
務
等

第

節

対
象
障
害
者
の
雇
用
義
務
等

第
四
条
の
十
二
〜
第
四
条
の
十
四

（
略
）

第
四
条
の
十
四
〜
第
四
条
の
十
六

（
略
）

（
法
第
三
十
八
条
第
六
項
及
び
第
四
十
三
条
第
九
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
書
類
）

第
四
条
の
十
五

法
第
三
十
八
条
第
六
項
及
び
第
四
十
三
条
第
九
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
の

各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
又
は
そ
の
写
し
と
す
る
。

（
新
設
）

一

身
体
障
害
者

次
に
掲
げ
る
書
類
の
う
ち
い
ず
れ
か
の
書
類

イ

身
体
障
害
者
手
帳

ロ

身
体
障
害
者
福
祉
法
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
の
定
め
る
医
師
、労
働
安
全
衛
生
法（
昭

和
四
十
七
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
十
三
条
に
規
定
す
る
産
業
医
又
は
人
事
院
規
則
一
〇

四
（
職
員
の

保
健
及
び
安
全
保
持
）
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
健
康
管
理
医
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
者
が
作
成
し
た

診
断
書
又
は
意
見
書
（
心
臓
、
じ
ん
臓
、
呼
吸
器
、
ぼ
う
こ
う
若
し
く
は
直
腸
、
小
腸
、
ヒ
ト
免
疫
不
全

ウ
イ
ル
ス
に
よ
る
免
疫
又
は
肝
臓
の
機
能
の
障
害
に
つ
い
て
は
、
身
体
障
害
者
福
祉
法
第
十
五
条
の
規
定

に
よ
り
都
道
府
県
知
事
の
定
め
る
医
師
が
作
成
し
た
診
断
書
又
は
意
見
書
に
限
る
。）

二

知
的
障
害
者

知
的
障
害
者
判
定
機
関
が
交
付
し
た
判
定
書
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
書
類

三

精
神
障
害
者

精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳

（
国
及
び
地
方
公
共
団
体
の
任
命
権
者
が
公
表
す
る
事
項
等
）

第
四
条
の
十
六

法
第
四
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
表
は
、
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
通
報
し
た
全
て
の

事
項
に
係
る
内
容
を
公
表
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
や
む
を
得
な
い
場
合
に
は
、
当
該

内
容
に
代
え
て
、
公
表
を
し
な
い
旨
及
び
そ
の
理
由
を
公
表
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
新
設
）

２

国
及
び
地
方
公
共
団
体
の
任
命
権
者
は
、
前
項
に
定
め
る
事
項
及
び
理
由
を
公
表
す
る
に
当
た
つ
て
は
、
公

表
し
た
日
を
明
ら
か
に
し
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
適
切
な
方
法
に
よ
り
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

（
法
第
四
十
八
条
第
四
項
及
び
第
九
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
書
類
）

第
十

条
の
二

第
四
条
の
十
五
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。）の
規
定
は
、
法
第
四
十
八
条
第
四
項
及
び
第

九
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
書
類
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
新
設
）

（
特
定
身
体
障
害
者
雇
用
率
）

（
特
定
身
体
障
害
者
雇
用
率
）

第
十
二
条

法
第
四
十
八
条
第
六
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
特
定
身
体
障
害
者
雇
用
率
は
、
令
第
十
一
条
に

定
め
る
特
定
職
種
（
次
条
及
び
第
十
四
条
に
お
い
て
「
特
定
職
種
」
と
い
う
。）に
つ
い
て
、
百
分
の
七
十
と
す

る
。

第
十
二
条

法
第
四
十
八
条
第
四
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
特
定
身
体
障
害
者
雇
用
率
は
、
令
第
十
一
条
に

定
め
る
特
定
職
種
（
次
条
及
び
第
十
四
条
に
お
い
て
「
特
定
職
種
」
と
い
う
。）に
つ
い
て
、
百
分
の
七
十
と
す

る
。

（
法
第
四
十
八
条
第
七
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
数
）

（
法
第
四
十
八
条
第
五
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
数
）

第
十
三
条

法
第
四
十
八
条
第
七
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
数
は
、
特
定
職
種
に
つ
い
て
、
五
人
と
す
る
。

第
十
三
条

法
第
四
十
八
条
第
五
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
数
は
、
特
定
職
種
に
つ
い
て
、
五
人
と
す
る
。
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（
特
定
身
体
障
害
者
の
雇
入
れ
に
関
す
る
計
画
）

（
特
定
身
体
障
害
者
の
雇
入
れ
に
関
す
る
計
画
）

第
十
四
条

第
九
条
か
ら
第
十
一
条
ま
で
の
規
定
は
、
法
第
四
十
八
条
第
七
項
の
特
定
身
体
障
害
者
の
雇
入
れ
に

関
す
る
計
画
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
九
条
第
一
項
第
二
号
中
「
労
働
者
」
と
あ
る
の

は
「
特
定
職
種
ご
と
の
労
働
者
（
法
第
四
十
三
条
第
三
項
に
規
定
す
る
短
時
間
労
働
者
を
除
く
。
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
同
じ
。）」
と
、「
対
象
障
害
者
」
と
あ
る
の
は
「
令
第
十
一
条
に
定
め
る
特
定
身
体
障
害
者
の
範
囲
に

該
当
す
る
者
」
と
、
同
項
第
三
号
中
「
対
象
障
害
者
で
あ
る
」
と
あ
る
の
は
「
令
第
十
一
条
に
定
め
る
特
定
身

体
障
害
者
の
範
囲
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
」
と
、「
労
働
者
」
と
あ
る
の
は「
特
定
職
種
ご
と
の
労
働
者
」と
、「
対

象
障
害
者
の
数
」
と
あ
る
の
は
「
令
第
十
一
条
に
定
め
る
特
定
身
体
障
害
者
の
範
囲
に
該
当
す
る
者
の
数
」と
、

同
項
第
四
号
中
「
労
働
者
」
と
あ
る
の
は
「
特
定
職
種
ご
と
の
労
働
者
」
と
、「
対
象
障
害
者
」と
あ
る
の
は「
令

第
十
一
条
に
定
め
る
特
定
身
体
障
害
者
の
範
囲
に
該
当
す
る
者
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
十
四
条

第
九
条
か
ら
第
十
一
条
ま
で
の
規
定
は
、
法
第
四
十
八
条
第
五
項
の
特
定
身
体
障
害
者
の
雇
入
れ
に

関
す
る
計
画
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
九
条
第
一
項
第
二
号
中
「
労
働
者
」
と
あ
る
の

は
「
特
定
職
種
ご
と
の
労
働
者
（
法
第
四
十
三
条
第
三
項
に
規
定
す
る
短
時
間
労
働
者
を
除
く
。
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
同
じ
。）」
と
、「
対
象
障
害
者
」
と
あ
る
の
は
「
令
第
十
一
条
に
定
め
る
特
定
身
体
障
害
者
の
範
囲
に

該
当
す
る
者
」
と
、
同
項
第
三
号
中
「
対
象
障
害
者
で
あ
る
」
と
あ
る
の
は
「
令
第
十
一
条
に
定
め
る
特
定
身

体
障
害
者
の
範
囲
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
」
と
、「
労
働
者
」
と
あ
る
の
は「
特
定
職
種
ご
と
の
労
働
者
」と
、「
対

象
障
害
者
の
数
」
と
あ
る
の
は
「
令
第
十
一
条
に
定
め
る
特
定
身
体
障
害
者
の
範
囲
に
該
当
す
る
者
の
数
」と
、

同
項
第
四
号
中
「
労
働
者
」
と
あ
る
の
は
「
特
定
職
種
ご
と
の
労
働
者
」
と
、「
対
象
障
害
者
」と
あ
る
の
は「
令

第
十
一
条
に
定
め
る
特
定
身
体
障
害
者
の
範
囲
に
該
当
す
る
者
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
障
害
者
雇
用
推
進
者
の
選
任
）

（
障
害
者
雇
用
推
進
者
の
選
任
）

第
三
十
七
条

国
及
び
地
方
公
共
団
体
の
任
命
権
者
（
委
任
を
受
け
て
任
命
権
を
行
う
者
を
除
く
。
第
四
十
条
第

二
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。）は
、
法
第
七
十
八
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
業
務
を
遂
行
す
る
た
め
に
必

要
な
知
識
及
び
経
験
を
有
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
者
の
う
ち
か
ら
当
該
業
務
を
担
当
す
る
者
を
障
害
者
雇
用

推
進
者
と
し
て
選
任
す
る
も
の
と
す
る
。

第
三
十
七
条

事
業
主
は
、
法
第
七
十
八
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
業
務
を
遂
行
す
る
た
め
に
必
要
な
知
識
及
び

経
験
を
有
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
者
の
う
ち
か
ら
当
該
業
務
を
担
当
す
る
者
を
障
害
者
雇
用
推
進
者
と
し
て

選
任
す
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
規
定
は
、
法
第
七
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
事
業
主
に
お
け
る
障
害
者
雇
用
推
進
者
の
選
任
に

つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、「
法
第
七
十
八
条
第
一
項
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
七
十
八
条
第

二
項
各
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
新
設
）

（
法
第
七
十
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
数
等
）

（
法
第
七
十
九
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
数
等
）

第
三
十
八
条

法
第
七
十
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
数
は
、
五
人
と
す
る
。

第
三
十
八
条

法
第
七
十
九
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
数
は
、
五
人
と
す
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
法
第
七
十
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
資
格
）

（
法
第
七
十
九
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
資
格
を
有
す
る
労
働
者
）

第
三
十
九
条

法
第
七
十
九
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
資
格
を
有
す
る
職
員
は
、
次
の
各
号
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
者
と
す
る
。

第
三
十
九
条

法
第
七
十
九
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
資
格
を
有
す
る
労
働
者
は
、
次
の
各
号
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
と
す
る
。

一
〜
四

（
略
）

一
〜
四

（
略
）

五

前
各
号
に
掲
げ
る
者
に
準
ず
る
者

（
新
設
）

２

前
項
の
規
定
は
、
法
第
七
十
九
条
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
で
定
め
る
資
格
を
有
す
る
労
働
者
に
つ
い
て
準
用

す
る
。

（
新
設
）

（
障
害
者
職
業
生
活
相
談
員
の
選
任
）

（
障
害
者
職
業
生
活
相
談
員
の
選
任
）

第
四
十
条

法
第
七
十
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
障
害
者
職
業
生
活
相
談
員
の
選
任
は
、
障
害
者

職
業
生
活
相
談
員
を
選
任
す
べ
き
事
由
が
発
生
し
た
日
か
ら
三
月
以
内
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
十
条

法
第
七
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
障
害
者
職
業
生
活
相
談
員
の
選
任
は
、
障
害
者
職
業
生
活
相

談
員
を
選
任
す
べ
き
事
由
が
発
生
し
た
日
か
ら
三
月
以
内
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

国
及
び
地
方
公
共
団
体
の
任
命
権
者
並
び
に
事
業
主
は
、
障
害
者
職
業
生
活
相
談
員
を
選
任
し
た
と
き
は
、

遅
滞
な
く
、
次
の
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
、
次
項
に
定
め
る
者
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

２

事
業
主
は
、
障
害
者
職
業
生
活
相
談
員
を
選
任
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
次
の
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を

当
該
事
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
公
共
職
業
安
定
所
（
そ
の
公
共
職
業
安
定
所
が
二
以
上
あ
る
場
合
に
は
、

厚
生
労
働
省
組
織
規
則
第
七
百
九
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
当
該
事
務
を
取
り
扱
う
公
共
職
業
安
定
所
と
す
る
。）

の
長
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

一

障
害
者
職
業
生
活
相
談
員
の
氏
名

一

障
害
者
職
業
生
活
相
談
員
の
氏
名

二

障
害
者
職
業
生
活
相
談
員
と
し
て
選
任
す
る
た
め
に
必
要
な
資
格
を
有
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
事
実

二

障
害
者
職
業
生
活
相
談
員
と
し
て
選
任
す
る
た
め
に
必
要
な
資
格
を
有
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
事
実

三

当
該
事
業
所
の
職
員
又
は
労
働
者
の
総
数
及
び
当
該
職
員
又
は
労
働
者
の
う
ち
の
法
第
七
十
九
条
第
一
項

に
規
定
す
る
障
害
者
（
次
条
及
び
第
四
十
二
条
第
一
項
に
お
い
て
「
障
害
者
」
と
い
う
。）の
数

三

当
該
事
業
所
の
労
働
者
の
総
数
並
び
に
当
該
労
働
者
の
う
ち
の
法
第
七
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
障
害

者
（
次
条
及
び
第
四
十
二
条
に
お
い
て
「
障
害
者
」
と
い
う
。）の
数

３

前
項
の
届
出
は
、
次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
区
分
に
定
め
る
者
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

（
新
設
）

一

国
及
び
都
道
府
県
の
任
命
権
者

厚
生
労
働
大
臣

二

市
町
村
及
び
第
四
条
の
十
二
に
規
定
す
る
特
別
地
方
公
共
団
体
（
第
四
十
六
条
第
一
項
に
お
い
て
「
市
町

村
等
」
と
い
う
。）の
任
命
権
者

当
該
事
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
労
働
局
の
長

三

事
業
主

当
該
事
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
公
共
職
業
安
定
所
の
長

令和元年月日 木曜日 (号外第号)官 報 



（
解
雇
の
届
出
等
）

（
解
雇
の
届
出
）

第
四
十
二
条

事
業
主
は
、
障
害
者
で
あ
る
労
働
者
を
解
雇
す
る
場
合
に
は
、
速
や
か
に
、
次
の
事
項
を
記
載
し

た
届
書
を
、
当
該
障
害
者
で
あ
る
労
働
者
の
雇
用
に
係
る
事
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
公
共
職
業
安
定
所
の

長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
十
二
条

事
業
主
は
、
障
害
者
で
あ
る
労
働
者
を
解
雇
す
る
場
合
に
は
、
速
や
か
に
、
次
の
事
項
を
記
載
し

た
届
書
を
、
当
該
障
害
者
で
あ
る
労
働
者
の
雇
用
に
係
る
事
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
公
共
職
業
安
定
所

（
そ
の
公
共
職
業
安
定
所
が
二
以
上
あ
る
場
合
に
は
、
厚
生
労
働
省
組
織
規
則
第
七
百
九
十
二
条
の
規
定
に
よ

り
当
該
事
務
を
取
り
扱
う
公
共
職
業
安
定
所
と
す
る
。）の
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

解
雇
す
る
障
害
者
で
あ
る
労
働
者
の
氏
名
、
性
別
、
年
齢
及
び
住
所

一

解
雇
す
る
障
害
者
で
あ
る
労
働
者
の
氏
名
、
性
別
、
年
齢
及
び
住
所

二

解
雇
す
る
障
害
者
で
あ
る
労
働
者
が
従
事
し
て
い
た
職
種

二

解
雇
す
る
障
害
者
で
あ
る
労
働
者
が
従
事
し
て
い
た
職
種

三

解
雇
の
年
月
日
及
び
理
由

三

解
雇
の
年
月
日
及
び
理
由

２

前
項
の
規
定
は
、
法
第
八
十
一
条
第
二
項
の
国
及
び
地
方
公
共
団
体
の
任
命
権
者
に
よ
る
免
職
の
届
出
に
つ

い
て
準
用
す
る
。

（
新
設
）

（
書
類
の
保
存
）

（
報
告
）

第
四
十
三
条

法
第
八
十
一
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
書
類
の
保
存
は
、事
業
所
ご
と
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
十
三
条

法
第
八
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
徴
収
及
び
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
命

令
は
、
文
書
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

２

法
第
八
十
一
条
の
二
の
書
類
の
保
存
期
間
は
、
当
該
対
象
障
害
者
で
あ
る
労
働
者
の
死
亡
、
退
職
又
は
解
雇

の
日
か
ら
三
年
間
と
す
る
。

３

法
第
八
十
一
条
の
二
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
各
事
業
所
ご
と
に
、
当
該
事
業
所
に
お
い
て
雇

用
す
る
対
象
障
害
者
で
あ
る
労
働
者
に
係
る
第
四
条
の
十
五
各
号
に
掲
げ
る
書
類
の
写
し
（
そ
の
保
存
に
代
え

て
電
磁
的
記
録
の
保
存
が
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
電
磁
的
記
録
を
含
む
。）と
す
る
。

（
報
告
）

（
立
入
検
査
の
た
め
の
身
分
証
明
書
）

第
四
十
四
条

法
第
八
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
徴
収
及
び
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
命

令
は
、
文
書
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

第
四
十
四
条

法
第
八
十
二
条
第
三
項
の
証
明
書
は
、
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
立
入
検
査
の
た
め
の
身
分
証
明
書
）

（
書
類
の
備
付
け
及
び
保
管
）

第
四
十
五
条

法
第
八
十
二
条
第
三
項
の
証
明
書
は
、
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

第
四
十
五
条

事
業
主
は
、
各
事
業
所
ご
と
に
、
当
該
事
業
所
に
お
い
て
雇
用
す
る
対
象
障
害
者
で
あ
る
労
働
者

に
つ
い
て
、
医
師
の
診
断
書
そ
の
他
そ
の
者
が
対
象
障
害
者
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書

類
を
備
え
付
け
る
も
の
と
す
る
。

２

事
業
主
は
、
前
項
の
書
類
を
当
該
対
象
障
害
者
で
あ
る
労
働
者
の
死
亡
、
退
職
又
は
解
雇
の
日
か
ら
三
年
間

保
存
す
る
も
の
と
す
る
。

（
権
限
の
委
任
）

（
権
限
の
委
任
）

第
四
十
六
条

法
第
三
十
八
条
第
七
項
、
第
三
十
九
条
（
法
第
四
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。）、
第
四
十
条
第
一
項
及
び
第
四
十
八
条
第
五
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
の
権
限
の
う
ち
、
市
町
村
等

の
任
命
権
者
に
係
る
も
の
、
法
第
四
十
二
条
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
の
権
限
並
び
に
法
第
八
十
二
条
第
一

項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
の
権
限
の
う
ち
、
市
町
村
等
の
任
命
権
者
に
係
る
も
の
及
び
法
第
四
十
二
条
の

認
定
に
係
る
も
の
は
、
都
道
府
県
労
働
局
長
に
委
任
す
る
。

第
四
十
六
条

法
第
三
十
九
条
（
法
第
四
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）及
び
第
四
十
条
に

規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
の
権
限
の
う
ち
、市
町
村
及
び
第
四
条
の
十
四
に
規
定
す
る
特
別
地
方
公
共
団
体（
以

下
こ
の
項
に
お
い
て
「
市
町
村
等
」
と
い
う
。）の
任
命
権
者
に
係
る
も
の
、
法
第
四
十
二
条
に
規
定
す
る
厚
生

労
働
大
臣
の
権
限
並
び
に
法
第
八
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
の
権
限
の
う
ち
、
市
町
村
等
の

任
命
権
者
に
係
る
も
の
及
び
法
第
四
十
二
条
の
認
定
に
係
る
も
の
は
、
都
道
府
県
労
働
局
長
に
委
任
す
る
。

２

法
第
三
十
六
条
の
六
、
第
四
十
四
条
第
一
項
及
び
第
四
項
（
法
第
四
十
五
条
第
三
項
及
び
第
四
十
五
条
の
二

第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）、
第
四
十
五
条
第
一
項
、
第
四
十
五
条
の
二
第
一
項
、
第
四
十
五

条
の
三
第
一
項
及
び
第
七
項
、
第
四
十
六
条
第
一
項
、
第
五
項
（
法
第
四
十
八
条
第
十
項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。）及
び
第
六
項
並
び
に
第
四
十
八
条
第
七
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
の
権
限
並
び
に
法
第
八

十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
の
権
限
の
う
ち
法
第
二
章
の
二
に
係
る
も
の
は
、
都
道
府
県
労
働

局
長
に
委
任
す
る
。
た
だ
し
、
厚
生
労
働
大
臣
が
自
ら
そ
の
権
限
を
行
う
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

２

法
第
三
十
六
条
の
六
、
第
四
十
四
条
第
一
項
及
び
第
四
項
（
法
第
四
十
五
条
第
三
項
及
び
第
四
十
五
条
の
二

第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）、
第
四
十
五
条
第
一
項
、
第
四
十
五
条
の
二
第
一
項
、
第
四
十
五

条
の
三
第
一
項
及
び
第
七
項
、
第
四
十
六
条
第
一
項
、
第
五
項
（
法
第
四
十
八
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。）及
び
第
六
項
並
び
に
第
四
十
八
条
第
五
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
の
権
限
並
び
に
法
第
八

十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
の
権
限
の
う
ち
法
第
二
章
の
二
に
係
る
も
の
は
、
都
道
府
県
労
働

局
長
に
委
任
す
る
。
た
だ
し
、
厚
生
労
働
大
臣
が
自
ら
そ
の
権
限
を
行
う
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

３
・
４

（
略
）

３
・
４

（
略
）
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附

則

附

則

第
四
条

法
第
三
十
八
条
第
三
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
数
は
、
第
四
条
の
十
三
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
一
人
と
す
る
。

第
四
条

法
第
三
十
八
条
第
三
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
数
は
、
第
四
条
の
十
五
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
一
人
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

第
五
条

前
条
の
規
定
は
、
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
同
条
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ

た
者
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

第
五
条

前
条
の
規
定
は
、
平
成
三
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
同
条
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
と
と

な
っ
た
者
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

第
七
条

前
条
の
規
定
は
、
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
同
条
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ

た
者
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

第
七
条

前
条
の
規
定
は
、
平
成
三
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
同
条
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
と
と

な
っ
た
者
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

（
厚
生
労
働
省
の
所
管
す
る
法
令
の
規
定
に
基
づ
く
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
四
条

厚
生
労
働
省
の
所
管
す
る
法
令
の
規
定
に
基
づ
く
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
七
年
厚
生
労
働
省
令
第
四
十
四
号
）の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

別
表
第

（
第
三
条
及
び
第
四
条
関
係
）

別
表
第

（
第
三
条
及
び
第
四
条
関
係
）

表
一

表
一

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行

規
則（
昭
和
五
十
一
年
労
働
省
令
第
三
十
八
号
）
（
略
）

障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行

規
則（
昭
和
五
十
一
年
労
働
省
令
第
三
十
八
号
）
（
略
）

（
削
る
）

第
四
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
書
類
の
備
付
け

（
削
る
）

第
四
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
書
類
の
保
存

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

表
二
〜
表
四

（
略
）

表
二
〜
表
四

（
略
）

令和元年月日 木曜日 (号外第号)官 報

附

則

（
施
行
期
日
）

第

条

こ
の
省
令
は
、
障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法
律
第
三
十
六
号
。
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。）附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
令
和
元
年
九
月
六
日
）
か
ら

施
行
す
る
。

（
準
備
行
為
）

第
二
条

こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
三
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
障
害
者
雇
用
推
進
者
の
選
任
及
び
第
四
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
障
害
者
職
業
生
活
相
談
員
の
選
任
は
、
こ
の
省

令
の
施
行
前
に
お
い
て
も
、
同
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
法
第
七
十
九
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
資
格
に
関
す
る
暫
定
措
置
）

第
三
条

改
正
法
に
よ
る
改
正
後
の
障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
第
七
十
九
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
資
格
を
有
す
る
職
員
は
、
令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
障
害
者
の
雇
用

の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
三
十
九
条
第
一
項
に
定
め
る
者
の
ほ
か
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
と
す
る
。

一

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
に
よ
る
大
学
（
旧
大
学
令
（
大
正
七
年
勅
令
第
三
百
八
十
八
号
）
に
よ
る
大
学
を
含
む
。）又
は
高
等
専
門
学
校
（
旧
専
門
学
校
令
（
明
治
三
十
六
年
勅
令
第
六
十
一
号
）
に
よ
る
専

門
学
校
を
含
む
。）を
卒
業
し
た
者
（
同
法
に
よ
る
専
門
職
大
学
の
前
期
課
程
を
修
了
し
た
者
を
含
む
。）で
、
そ
の
後
二
年
以
上
、
雇
用
管
理
そ
の
他
の
労
務
に
関
す
る
事
項
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
労
務
に
関
す
る
事
項
」
と
い
う
。）

に
つ
い
て
の
実
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
も
の

二

学
校
教
育
法
に
よ
る
高
等
学
校
（
旧
中
等
学
校
令
（
昭
和
十
八
年
勅
令
第
三
十
六
号
）
に
よ
る
中
等
学
校
を
含
む
。）又
は
中
等
教
育
学
校
を
卒
業
し
た
者
（
学
校
教
育
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
二
年
文
部
省
令
第
十
一
号
）
第
百
五
十

条
に
規
定
す
る
者
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
学
力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
を
含
む
。）で
、
そ
の
後
三
年
以
上
、
労
務
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
の
実
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
も
の

三

前
二
号
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者
で
、
四
年
以
上
、
労
務
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
の
実
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
も
の










